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１ 計画策定の意義 

快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、

大量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を

形成していく必要がある。そのためには、社会を構成する主体がそれぞれ

の立場でその役割を認識し、履行していくことが重要である。 

本計画はこのような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化

の促進等に関する法律（以下｢法｣という）第８条に基づいて一般廃棄物の

大宗を占める容器包装廃棄物を分別収集し、及び地域における容器包装廃

棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進し、最終処分量

の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割や、具体的な推

進方策を明らかにし、これを公表することにより、すべての関係者が一体

となって取り組むべき方針を示したものである。 

本計画の推進により、容器包装廃棄物の３Ｒを推進することによって、

廃棄物の減量や最終処分場の延命化、資源の有効利用が図られ、循環型社

会の形成が図られるものである。 

 

２ 基本的方向 

本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

・一般廃棄物の排出を抑制するとともに、容器包装廃棄物の発生抑制、  

再使用、リサイクルを基本とした地域社会づくりを推進する。 

・積極的に分別収集と再商品化を推進し、さらに、再商品化製品の積極的

な利用に努め、全体の調和を図りながら推進する。 

・容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の実施に当た

っては、消費者は分別排出、市は分別収集、事業者は再商品化という役

割分担に、それぞれが積極的に参加する。 

・すべての関係者が一体となった取り組みにより、環境負荷を低減する。 

・法及び本計画に基づく回収に対応できる施設を整備する。 

 



 ２ 

３ 計画期間 

本計画の計画期間は令和５年４月を始期とする５年間とし、令和７年度

に見直す。 

 

４ 対象品目 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガ

ラス製容器（無色、茶色、その他）、飲料用紙容器、段ボール、紙製容器包

装、ペットボトル、プラスチック製容器包装を対象とする。 

 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み(法第８条第２項第１

号) 

 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 

容器包装廃棄物 4,602t 4,574t 4,544t 4,513t 4,482t 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項（法第

８条第２項第２号） 

  容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るため、以下の方策を実施する。 

なお、実施に当たっては、市民、事業者、再生事業者、行政等がそれぞ

れの立場から役割を分担し、相互に協力・連携を図る。 

 

・環境教育、啓発活動の充実 

ア 学校や地域社会の場における副読本等を活用した環境教育、ごみ処 

理施設の見学会等を推進する。 

イ あらゆる機会を活用し、市民、事業者に対して、ごみ排出量の増大、

最終処分場のひっ迫、ごみ処理に要する経費の急増等、ごみ処理の状

況についての情報を提供し、認識を深めてもらう。 

ウ ごみの排出抑制、再生利用の意義及び効果、ごみの適切な出し方に関

する教育啓発活動に積極的に取り組む。 

 

・ 過剰包装の抑制 

ア スーパーマーケット、小売店等での包装簡素化を推進する。 

イ 繰り返し使用が可能な買い物袋マイバッグの利用を推進する。 



 ３ 

ウ リターナブル容器、再生資源を原材料として利用した製品の積極的 

な利用、販売を推進する。 

 

・ 事業所における廃棄物排出の認識 

ア 廃棄物についてできる限りリサイクルを行い、資源の廃棄を減らし、

減量化のための取り組みを推進する。 

 

７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄

物の収集に係る分別の区分（法第８条第２項第３号） 

  

  ごみ処理施設の整備状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し、分別収

集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。 

  また、市民の協力度、本市が有する収集機材、選別施設、民間処理施設

の活用等を勘案し、収集に係る分別の区分は、下表右欄のとおりとする。 

 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 

金属・ガラス・乾電池 

主として     無色のガラス製容器 

ガラス製     茶色のガラス製容器 

の容器      その他の色のガラス製容器 

金属・ガラス・乾電池 

 

主として紙製の容器であって飲料を充てんするための

もの（原材料としてアルミニウムが利用されているもの

を除く。） 

古着・新聞紙・雑誌・ 

段ボール・紙パック 

主として段ボール製の容器 古着・新聞紙・雑誌・ 

段ボール・紙パック 

主として紙製の容器包装であって上記以外のもの 紙製の容器と包装紙 

主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製の容

器であって飲料、しょうゆ等を充てんするためのもの 

プラスチック 

主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外

のもの 

プラスチック 



 ４ 

８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量

及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定めるも

のの量の見込み（法第８条第２項第４号） 

 

 

(引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量）

0 t 208 t 0 t 207 t 0 t 206 t 0 t 204 t 0 t 203 t

(引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量）

0 t 146 t 0 t 145 t 0 t 144 t 0 t 143 t 0 t 142 t

(引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量）

83 t 0 t 82 t 0 t 82 t 0 t 81 t 0 t 81 t 0 t

(引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量）

228 t 3t 227 t 3t 225 t 3 t 224 t 3 t 222 t 3 t

(引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量）

103 t 0t 102 t 0t 102 t 0 t 101 t 0 t 100 t 0 t

(引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量）

1419 t 15 t 1410 t 15 t 1401 t 15 t 1392 t 15 t 1382 t 15 t

(引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量） (引渡量) (独自処理量）

0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

9 t

81 t

8 t

543 t 539 t 536 t 532 t 528 t

9 t 9 t 9 t

83 t 82 t 82 t 81 t

142 t

(合計) (合計) (合計) (合計) (合計)

146 t 145 t 144 t 143 t

204 t 203 t

(合計) (合計) (合計) (合計) (合計)

208 t
(合計) (合計)

207 t 206 t

9年度

97 t 97 t 96 t 95 t 95 t

5年度 6年度 7年度 8年度

115 t

(合計)

118 t 117 t 116 t 115 t

(合計) (合計)

(合計)

231 t 230 t 228 t 227 t 225 t
(合計) (合計) (合計)

(合計)

103 t 102 t 102 t 101 t 100 t

(合計) (合計) (合計)

主としてスチール製の
容器

主としてアルミ製の容
器

無色のガラス製容器

茶色のガラス製容器

その他のガラス製容器

主として紙製の容器で
あって飲料を充てんす
るためのもの（原材料
としてアルミニウムが
利用されているものを
除く。）

主として段ボール製の
容器

(合計) (合計) (合計) (合計)

(合計)主としてポリエチレンテレ
フタレート（PET）製の容
器であって飲料又はしょ
うゆその他主務大臣が定
める商品を充てんするた
めのもの

(合計)
主として紙製の容器包
装であって上記以外
のもの

0 t 0 t

1434 t 1425 t 1416 t 1407 t

(合計) (合計) (合計)

0 t
(合計)

(合計)

1397 t

（うち白
色トレイ）

主としてプラスチック製
の容器包装であって
上記以外のもの

(合計)

0 t 0 t



 ５ 

９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量

及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物

の量の見込みの算定方法 

 

 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 

スチール缶 101t 100t 97t 97t 96t 95t 95t 

アルミ缶 122t 121t 118t 117t 116t 115t 115t 

無色ガラス 216t 214t 208t 207t 206t 204t 203t 

茶色ガラス 151t 149t 146t 145t 144t 143t 142t 

その他ガラス 86t 85t 83t 82t 82t 81t 81t 

飲料用紙容器 9t 9t 9t 9t 9t 9t 8t 

段ボール 563t 557t 543t 539t 536t 532t 528t 

その他紙 240t 237t 231t 230t 228t 227t 225t 

ペットボトル 107t 106t 103t 102t 102t 101t 100t 

プラスチック 1,488t 1,471t 1,434t 1,425t 1,416t 1,407t 1,397t 

合計 3,083t 3,049t 2,972t 2,953t 2,934t 2,914t 2,894t 

容器包装 

廃棄物※1 

4,775t 4,720t 4,602t 4,574t 4,544t 4,513t 4,482t 

ごみ総排出量 19,346t 19,123t 18,648t 18,532t 18,411t 18,287t 18,159t 

人口 75,174 人 74,307 人 72,460 人 72,011 人 71,540 人 71,058 人 70,560 人 

人口変動率※2 -0.1% -1.2% -2.5% -0.6% -0.7% -0.7% -0.7% 

実測値→ ←          予測値             → 

特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定す

る主務省令で定める物の量の見込み 

＝ 直近年度の分別基準適合物等の収集実績 × 人口変動率※２ 

※１容器包装廃棄物 

＝ ごみ総排出量 × ごみ排出量に占める容器包装廃棄物比率 24.68% 

  参考（市町村分別収集計画策定の手引き（十訂版）ごみ排出量に占める

容器包装廃棄物比率） 

※２人口変動率 

＝ 参考 一般廃棄物処理基本計画（予測人口） 

     令和３年度、令和４年度は各年４月１日現在の実績値（人口） 



 ６ 

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

   

  分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。 

 

容器包装廃棄物の 

種  類 

収集に係る 

分別の区分 

収集・運搬 

段  階 

選別・保管等 

段  階 

金 

属 

スチール製容器 

アルミ製容器 

金属・ガラス 

乾電池 

民間事業者 市 

ガ
ラ
ス 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

金属・ガラス 

乾電池 

紙 

類 

飲料用紙製容器 

古着・新聞紙・雑誌・

段ボール・紙パック 

民間事業者 

・公共施設拠

点回収 

民間事業者 

段ボール 

民間事業者 

その他の紙製容器包装 紙製容器包装 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

ペットボトル 

プラスチック 
その他のプラスチック

製容器包装 

 

 



 ７ 

11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

 

   ガラスびん、缶の選別・圧縮・保管については、本市の環境センター敷

地内にあるリサイクルセンターで行う。 

段ボール、紙製容器包装及びペットボトル、プラスチック製容器包装

の選別・圧縮・保管については、民間事業者に委託して行う。 

 

12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

   

市民や事業者の意見、要望を反映させ、容器包装廃棄物の分別収集を円

滑かつ効率的に進めていくとともに、「桶川市ゴミ１０カ条宣言」を実践し、

「桶川市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）」その他上位計画との整合性を

図りつつ、分別収集を実施する。 

  


